
地方自治法改正に関する意見書

国は第33次地方制度調査会の答申に基づき、地方自治体に対し

て「必要な指示ができる制度(補充的指示権)」の創設を盛り込ん

だ地方自治法改正案を令和6年3月1日に国会に提出した。

案のとおり改正されれば、違法、緊急時でなくとも個別法の根

拠規定によらず地方自治体への国による指示権の行使が可能とな

る。

2000年の第一次地方分権改革によって国と地方は「対等・協

力」の関係となり、地方自治体に対する関与も必要最小限度のも

のとし自主性及び自立性に配慮しなければならないとするルール

が法定化された。

法定受託事務については違法な事務処理をした等の場合の「是

正の指示権」があるが、自治事務については「是正の要求」まで

しかできないとされ、個別法に基づく是正の指示は極めて抑制的、

例外的なものとして可能としているにすぎない。

自治事務については地域の実情を十分把握する地方自治体の判

断がより尊重されるべきであり、国の補充的な指示が憲法で保障

された地方自治の本旨に反し安易に行使されない旨が確実に担保

される必要がある。

また、これら補充的指示権創設の一連の議論過程及び地方自治

法改正については、執行三団体及び他自治体議会でも配慮を求め

る声が上がっている。

よって、本地方自治法改正については、関係団体、当事者から

の意見を十分尊重し審議を尽くすよう地方自治法第99条の規定に

より意見書を提出する。
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